
 
     電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 及 び 接 続 料 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 表

○ 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 五 号 ） 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

（ 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 の 基 準 等 ）  

第 二 十 三 条 の 二 法 第 三 十 三 条 第 一 項 の 指 定 は 、 告 示 に よ つ て こ れ

を 行 う 。 こ の 場 合 に お い て 、 総 務 大 臣 は 、 当 該 指 定 を 受 け る こ と

と な る 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 に そ の 旨 を 通 知 す る も の と

す る 。  

２ ・ ３ （ 略 ）  

４ 法 第 三 十 三 条 第 一 項 の 電 気 通 信 設 備 で あ つ て 総 務 省 令 で 定 め る

も の は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

一 符 号 （ 電 気 通 信 役 務 の 制 御 又 は 端 末 の 認 証 等 を 行 う た め の 信

号 （ 以 下 単 に 「 信 号 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） 、 音 響 若 し く は 影 像 の

交 換 、 編 集 若 し く は 変 換 又 は 通 信 路 の 設 定 （ 以 下 「 交 換 等 」 と

い う 。 ） の 機 能 を 有 す る 電 気 通 信 設 備 （ 以 下 「 交 換 等 設 備 」 と い

う 。 ） で あ つ て 次 に 掲 げ る も の 

イ 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 直 接 収 容 す る も の （ 以 下 「 第 一 種

指 定 端 末 系 交 換 等 設 備 」 と い う 。 ） 

ロ 第 一 種 指 定 端 末 系 交 換 等 設 備 以 外 の 交 換 等 設 備 で あ つ て 、

当 該 単 位 指 定 区 域 内 に お け る 通 信 を 行 う も の （ 以 下 「 第 一 種

指 定 中 継 系 交 換 等 設 備 」 と い う 。 ） 

二 伝 送 路 設 備 で あ つ て 次 に 掲 げ る も の 

イ 第 一 種 指 定 端 末 系 交 換 等 設 備 が 設 置 さ れ て い る 建 物 （ 以 下

「 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 」 と い う 。 ） 間 に 設 置 さ れ る 伝 送 路 設

（ 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 の 基 準 等 ）  

第 二 十 三 条 の 二 法 第 三 十 三 条 第 一 項 の 指 定 は 、 告 示 に よ つ て こ れ

を 行 う 。 こ の 場 合 に お い て 、 総 務 大 臣 は 、 当 該 指 定 を 受 け る こ と

と な る 設 備 を 設 置 す る 電 気 通 信 事 業 者 に そ の 旨 を 通 知 す る も の と

す る 。  

２ ・ ３ （ 略 ）  

４ 法 第 三 十 三 条 第 一 項 の 電 気 通 信 設 備 で あ つ て 総 務 省 令 で 定 め る

も の は 、 次 に 掲 げ る も の と す る 。  

一  符 号 （ 電 気 通 信 役 務 の 制 御 又 は 端 末 の 認 証 等 を 行 う た め の 信

号 （ 以 下 単 に 「 信 号 」 と い う 。 ） を 除 く 。 ） 、 音 響 又 は 影 像 の 交 換

若 し く は 編 集 又 は 通 信 路 の 設 定 （ 以 下 「 交 換 等 」 と い う 。 ） の 機

能 を 有 す る 電 気 通 信 設 備 （ 以 下 「 交 換 等 設 備 」 と い う 。 ） で あ つ

て 次 に 掲 げ る も の 

イ 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 を 直 接 収 容 す る も の （ 以 下 「 第 一 種

指 定 端 末 系 交 換 等 設 備 」 と い う 。 ） 

ロ 第 一 種 指 定 端 末 系 交 換 等 設 備 以 外 の 交 換 等 設 備 で あ つ て 、

当 該 単 位 指 定 区 域 内 に お け る 通 信 を 行 う も の （ 以 下 「 第 一 種

指 定 中 継 系 交 換 等 設 備 」 と い う 。 ） 

二 伝 送 路 設 備 で あ つ て 次 に 掲 げ る も の 

イ 第 一 種 指 定 端 末 系 交 換 等 設 備 が 設 置 さ れ て い る 建 物 （ 以 下

「 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 」 と い う 。 ） 間 に 設 置 さ れ る 伝 送 路 設

 



 
     

備 （ 以 下 「 第 一 種 指 定 市 内 伝 送 路 設 備 」 と い う 。 ） 
ロ 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 と 、 第 一 種 指 定 中 継 系 交 換 等 設 備 が

設 置 さ れ て い る 建 物 （ 以 下 「 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 」 と い う 。 ）

と の 間 に 設 置 さ れ る 伝 送 路 設 備 （ 以 下 「 第 一 種 指 定 中 継 系 伝

送 路 設 備 」 と い う 。 ） 

三 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 及 び 前 二 号 の 設 備 に よ り 提 供 さ

れ る 電 気 通 信 役 務 に 係 る 情 報 の 管 理 、 電 気 通 信 役 務 の 制 御 及 び

端 末 の 認 証 等 を 行 う た め の 設 備 

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 交 換 等 設 備 、 伝 送 路 設 備 又 は 端

末 設 備 で あ つ て 当 該 設 備 と の 接 続 が 利 用 者 の 利 便 の 向 上 及 び 電

気 通 信 の 総 合 的 か つ 合 理 的 な 発 達 に 不 可 欠 な も の 
 

第 二 十 三 条 の 三 （ 略 ） 
 

（ 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 と の 接 続 に 関 す る 接 続 約 款 の 認 可 の 基

準 ）  

第 二 十 三 条 の 四 法 第 三 十 三 条 第 四 項 第 一 号 イ の 総 務 省 令 で 定 め る

箇 所 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 に お け る 、 利 用 者 の 電 気 通 信 設

備 の 側 の 箇 所  

二 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 に 設 置 さ れ る 主 配 線 盤 で あ つ て 次 に 掲

げ る も の 

イ 電 気 信 号 の 伝 送 に 係 る も の 

ロ 光 信 号 の 伝 送 に 係 る も の 

備 （ 以 下 「 第 一 種 指 定 市 内 伝 送 路 設 備 」 と い う 。 ） 

ロ 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 と 、 第 一 種 指 定 中 継 系 交 換 等 設 備 が

設 置 さ れ て い る 建 物 （ 以 下 「 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 」 と い う 。 ）

と の 間 に 設 置 さ れ る 伝 送 路 設 備 （ 以 下 「 第 一 種 指 定 中 継 系 伝

送 路 設 備 」 と い う 。 ） 

三 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 及 び 前 二 号 の 設 備 に よ り 提 供 さ

れ る 電 気 通 信 役 務 に 係 る 情 報 の 管 理 、 電 気 通 信 役 務 の 制 御 及 び

端 末 の 認 証 等 を 行 う た め の 設 備  

四 前 三 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 交 換 等 設 備 、 伝 送 路 設 備 又 は 端

末 設 備 で あ つ て 当 該 設 備 と の 接 続 が 利 用 者 の 利 便 の 向 上 及 び 電

気 通 信 の 総 合 的 か つ 合 理 的 な 発 達 に 不 可 欠 な も の 
 

第 二 十 三 条 の 三 （ 略 ） 
 

（ 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 と の 接 続 に 関 す る 接 続 約 款 の 認 可 の 基

準 ）  

第 二 十 三 条 の 四 法 第 三 十 三 条 第 四 項 第 一 号 イ の 総 務 省 令 で 定 め る

箇 所 は 、 次 の と お り と す る 。  

一 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 に お け る 、 利 用 者 の 電 気 通 信 設

備 の 側 の 箇 所  
二 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 に 設 置 さ れ る 主 配 線 盤 で あ つ て 次 に 掲

げ る も の 

イ 電 気 信 号 の 伝 送 に 係 る も の 

ロ 光 信 号 の 伝 送 に 係 る も の 

 



 
     

三 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 に 設 置 さ れ る 伝 送 装 置 に お け る 、 第 一

種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 の 反 対 側 の 箇 所  
四 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 に 設 置 さ れ る Ｉ イ ン タ フ ェ ー ス 加 入 者

モ ジ ュ ー ル （ 主 と し て 音 声 伝 送 役 務 の 提 供 に 用 い ら れ る 第 一 種

指 定 端 末 系 交 換 等 設 備 で あ つ て 電 話 役 務 の 提 供 に 用 い ら れ る 設

備 を 除 く も の を い う 。 ） に お け る 、 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備

の 側 の 箇 所  

五 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 に お い て 、 第 一 種 指 定 市 内 伝 送 路 設 備

又 は 第 一 種 指 定 中 継 系 伝 送 路 設 備 と 第 一 種 指 定 端 末 系 交 換 等 設

備 と の 間 に 設 置 さ れ る 伝 送 装 置  

六 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 に 設 置 さ れ る 第 一 種 指 定 端 末 系 交 換 等

設 備 に お け る 、 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 の 側 の 箇 所  

七 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 に 設 置 さ れ る 光 信 号 の 伝 送 に 係 る 主 配

線 盤  

八 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 に お い て 、 第 一 種 指 定 中 継 系 伝 送 路 設

備 又 は 当 該 第 一 種 指 定 中 継 系 交 換 等 設 備 の 設 置 さ れ る 単 位 指 定

区 域 と 異 な る 単 位 指 定 区 域 に 設 置 さ れ て い る 第 一 種 指 定 中 継 系

交 換 等 設 備 間 の 伝 送 路 設 備 と 第 一 種 指 定 中 継 系 交 換 等 設 備 と の

間 に 設 置 さ れ る 伝 送 装 置 

九 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 に 設 置 さ れ る イ ー サ ネ ッ ト ス イ ッ チ

（ イ ー サ ネ ッ ト の フ レ ー ム を 交 換 す る た め の 電 気 通 信 設 備 を い

う 。 ） 

十 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 又 は 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 に 設 置 さ れ

ル ー タ （ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル に よ り 符 号 を 交 換 す る た める

三 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 に 設 置 さ れ る 伝 送 装 置 に お け る 、 第 一

種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 の 反 対 側 の 箇 所  

四 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 に 設 置 さ れ る Ｉ イ ン タ フ ェ ー ス 加 入 者

モ ジ ュ ー ル （ 主 と し て 音 声 伝 送 役 務 の 提 供 に 用 い ら れ る 第 一 種

指 定 端 末 系 交 換 等 設 備 で あ つ て 電 話 役 務 の 提 供 に 用 い ら れ る 設

備 を 除 く も の を い う 。 ） に お け る 、 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備

の 側 の 箇 所  

五 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 に お い て 、 第 一 種 指 定 市 内 伝 送 路 設 備

又 は 第 一 種 指 定 中 継 系 伝 送 路 設 備 と 第 一 種 指 定 端 末 系 交 換 等 設

備 と の 間 に 設 置 さ れ る 伝 送 装 置  

六 第 一 種 指 定 市 内 交 換 局 に 設 置 さ れ る 第 一 種 指 定 端 末 系 交 換 等

設 備 に お け る 、 第 一 種 指 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 の 側 の 箇 所  

七 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 に 設 置 さ れ る 光 信 号 の 伝 送 に 係 る 主 配

線 盤  

八 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 に お い て 、 第 一 種 指 定 中 継 系 伝 送 路 設

備 又 は 当 該 第 一 種 指 定 中 継 系 交 換 等 設 備 の 設 置 さ れ る 単 位 指 定

区 域 と 異 な る 単 位 指 定 区 域 に 設 置 さ れ て い る 第 一 種 指 定 中 継 系

交 換 等 設 備 間 の 伝 送 路 設 備 と 第 一 種 指 定 中 継 系 交 換 等 設 備 と の

間 に 設 置 さ れ る 伝 送 装 置  
 
 
 

九 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 に 設 置 さ れ る ル ー タ （ イ ン タ ー ネ ッ ト

ロ ト コ ル に よ り 符 号 を 交 換 す る た め の 電 気 通 信 設 備 を い う 。 ）  プ

 



 
     

の 電 気 通 信 設 備 を い う 。 ）  
十 一 信 号 用 中 継 交 換 機 （ 信 号 の 交 換 を 行 う 設 備 を い う 。 ） の 設 置

場 所 と 同 一 の 建 物 内 に 設 置 さ れ る 信 号 用 伝 送 装 置 並 び に 第 一 種

定 市 内 交 換 局 及 び 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 に 設 置 さ れ る 信 号 用 伝

装 置  

 

十 信 号 用 中 継 交 換 機 （ 信 号 の 交 換 を 行 う 設 備 を い う 。 ） の 設 置 の

所 と 同 一 の 建 物 内 に 設 置 さ れ る 信 号 用 伝 送 装 置 並 び に 第 一 種 指

市 内 交 換 局 及 び 第 一 種 指 定 中 継 交 換 局 に 設 置 さ れ る 信 号 用 伝 送

置  

の
指

送
２ ・ ３ （ 略 ） 

 
 （ 届 出 を 要 し な い 機 能 ） 

第 二 十 四 条 の 五 法 第 三 十 六 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 機 能 は 、

次 の と お り と す る 。 

一 ～ 十 二 （ 略 ） 

十 三 イ ー サ ネ ッ ト ス イ ッ チ に よ り イ ー サ ネ ッ ト の フ レ ー ム を 交

場
定

装
２ ・ ３ （ 略 ） 

 
 （ 届 出 を 要 し な い 機 能 ） 

第 二 十 四 条 の 五 法 第 三 十 六 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 機 能 は 、

次 の と お り と す る 。 

一 ～ 十 二 （ 略 ） 
 

換 す る た め の 機 能 

十 四 Ｓ Ｉ Ｐ サ ー バ （ Ｉ Ｐ ア ド レ ス （ イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル

に よ る 通 信 を 行 う た め の 電 気 通 信 設 備 を 識 別 す る た め に 割 り 当 て

ら れ る 番 号 を い う 。 ） の 付 与 、 電 気 通 信 役 務 の 品 質 を 分 類 し 帯 域 を

確 保 す る た め の 制 御 、 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル に よ る パ ケ ッ ト

伝 送 の 制 御 又 は 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 の 認 証 等 を 行 う 設 備 を い

う 。 ） に よ り セ ッ シ ョ ン 制 御 （ 呼 を 制 御 す る た め の プ ロ ト コ ル に よ

り 通 信 の 確 立 又 は 切 断 を 制 御 す る こ と を い う 。 ） を 行 う た め の 機 能 

 

 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 
 附 則 

こ の 省 令 は

 
 

 



 
      電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 及 び 接 続 料 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 案 新 旧 対 照 条 文 

○ 接 続 料 規 則 （ 平 成 十 二 年 郵 政 省 令 第 六 十 四 号 ）

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

 
（ 用 語 ） 

第 省 令 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 法 、 電 気 通 信 事 業 法 施 行

 

（ 用 語 ） 

第 省 令 に お い て 使 用 す る 用 語 は 、 法 、 電 気 通 信 事 業 法 施 行

 

 

二 条 こ の

規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 五 号 ） 、 電 気 通 信 事 業 会 計 規 則 （ 昭

和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 六 号 ） 及 び 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 会

計 規 則 （ 平 成 九 年 郵 政 省 令 第 九 十 一 号 。 以 下 「 接 続 会 計 規 則 」 と い

う 。 ） に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 条 こ の

規 則 （ 昭 和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 五 号 ） 、 電 気 通 信 事 業 会 計 規 則 （ 昭

和 六 十 年 郵 政 省 令 第 二 十 六 号 ） 及 び 第 一 種 指 定 電 気 通 信 設 備 接 続 会

計 規 則 （ 平 成 九 年 郵 政 省 令 第 九 十 一 号 。 以 下 「 接 続 会 計 規 則 」 と い

う 。 ） に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

 四 一 般 第 一 種 指 定 収 容 ル ー タ 第 一 種 指 定 端 末 系 交 換 等 設 備 に

該 当 す る ル ー タ で あ っ て 、 Ｓ Ｉ Ｐ サ ー バ と 連 携 し て セ ッ シ ョ ン 制

御 の 機 能 を 提 供 す る も の を い う 。 

五 一 般 第 一 種 指 定 中 継 ル ー タ 第 一 種 指 定 中 継 系 交 換 等 設 備 に

該 当 す る ル ー タ で あ っ て 、 一 般 第 一 種 指 定 収 容 ル ー タ と 相 互 に 対 向

す る も の を い う 。 

六 一 般 第 一 種 指 定 ル ー タ 一 般 第 一 種 指 定 収 容 ル ー タ 及 び 一 般

第 一 種 指 定 中 継 ル ー タ を い う 。 

七 特 別 第 一 種 指 定 収 容 ル ー タ 第 一 種 指 定 端 末 系 交 換 等 設 備 に

該 当 す る ル ー タ で あ っ て 、 一 般 第 一 種 指 定 収 容 ル ー タ 以 外 の も の を

い う 。 

八 特 別 第 一 種 指 定 中 継 ル ー タ 第 一 種 指 定 中 継 系 交 換 等 設 備 に

該 当 す る ル ー タ で あ っ て 、 一 般 第 一 種 指 定 中 継 ル ー タ 以 外 の も の を

い う 。 

 



 
     

九 特 別 第 一 種 指 定 ル ー タ 特 別 第 一 種 指 定 収 容 ル ー タ 及 び 特 別

第 一 種 指 定 中 継 ル ー タ を い う 。 
十 Ｉ Ｐ 電 話 イ ン タ ー ネ ッ ト プ ロ ト コ ル を 用 い て 音 声 伝 送 を 行

う こ と に よ り 提 供 す る 電 話 の 役 務 を い う 。 

一十  関 門 交 換 機 第 一 種 指 定 中 継 交 換 等 設 備 と 他 の 電 気 通 信 事

業 者 の 電 気 通 信 設 備 と を 接 続 す る 場 合 に お い て こ れ ら の 設 備 の 間

に 設 置 さ れ る 第 一 種 指 定 中 継 交 換 機 で あ っ て 、 通 信 路 を 設 定 す る 機

能 、 接 続 料 の 精 算 に 係 る 情 報 を 送 信 す る 機 能 及 び 発 信 者 の 電 気 通 信

番 号 を 転 送 す る 機 能 を 提 供 す る も の を い う 。 

二十  セ ル リ レ ー 装 置 Ａ Ｔ Ｍ デ ー タ 伝 送 方 式 （ 非 同 期 転 送 モ ー ド

を 用 い て デ ー タ を 伝 送 す る た め の 通 信 方 式 を い う 。 ） に よ り セ ル を

交 換 す る た め の 電 気 通 信 設 備 を い う 。 

三 十 ・ 十 四 （ 略 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四 ・ 五 （ 略 ） 

第 三 条 （ 略 ） 

（ 機 能 ） 

第
第 三 十 八 条 の 二 第 三 項 第 一 号 ロ の 総 務 省 令 で 定 め る 機 能

能 の 区 分 内 容 対 象 設 備 

三 条 （ 略 ） 

（ 機 能 ） 

四 条  法 第

は 、 次 の 表 の 上 欄 及 び 中 欄 の と お り と し 、 そ れ ぞ れ の 機 能 に 対 応 し

た 設 備 等 を 次 の 表 の 下 欄 に 掲 げ る 対 象 設 備 、 こ れ の 附 属 設 備 並 び に

こ れ ら を 設 置 す る 土 地 及 び 施 設 （ 以 下 「 対 象 設 備 等 」 と い う 。 ） と

す る 。 

機

第 三 十 八 条 の 二 第 三 項 第 一 号 ロ の 総 務 省 令 で 定 め る 機 能

能 の 区 分 内 容 対 象 設 備 

四 条  法 第

は 、 次 の 表 の 上 欄 及 び 中 欄 の と お り と し 、 そ れ ぞ れ の 機 能 に 対 応 し

た 設 備 等 を 次 の 表 の 下 欄 に 掲 げ る 対 象 設 備 、 こ れ の 附 属 設 備 並 び に

こ れ ら を 設 置 す る 土 地 及 び 施 設 （ 以 下 「 対 象 設 備 等 」 と い う 。 ） と

す る 。 

機

一 ～ 六 （ 略 ） 

六 の 二 

ル ー テ ィ

一 般

一 ～ 六 （ 略 ） 

六 の 二 ル ー テ ィ収 容

ル ー タ 接

他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 電 一 般 第 一 種

気 通 信 設 備 を 一 般 第 一 種 指 定 ル ー タ

ン グ

伝 送 機 能 

ル ー タ 及 び 伝 送 路 設 備 に ル ー タ 及 び

よ り 通 信 の 交 換 並 び に 伝 当 該 ル ー タ

 



 
     

ン グ 伝 送 続 ル ー テ

ィ ン グ 伝

送 機 能

指 定 収 容 ル ー タ （ 専 ら Ｉ

Ｐ 電 話 の 提 供 の 用 に 供 さ

れ る も の を 除 く 。 ） で 接 続

す る 場 合 に お け る 一 般 第

一 種 指 定 ル ー タ 及 び 伝 送

路 設 備 に よ り 通 信 の 交 換

及 び 伝 送 を 行 う 機 能 （ Ｓ

Ｉ Ｐ サ ー バ と 連 携 し て 提

供 す る セ ッ シ ョ ン 制 御 の

機 能 を 除 く 。 ）

及 び 当 該 一

般 第 一 種 指

定 ル ー タ に

係 る 伝 送 路

設 備 又 は Ｓ

Ｉ Ｐ サ ー バ

機 能 

 

 

 

一 般 中 継

ル ー タ 接

続 ル ー テ

ィ ン グ 伝

送 機 能 

業 者 の 電他 の 電 気 通 信 事

気 通 信 設 備 を 一 般 第 一 種

指 定 中 継 ル ー タ （ 専 ら Ｉ

Ｐ 電 話 の 提 供 の 用 に 供 さ

れ る も の を 除 く 。 ） で 接 続

す る 場 合 に お け る 一 般 第

一 種 指 定 ル ー タ 及 び 伝 送

路 設 備 に よ り 通 信 の 交 換

及 び 伝 送 を 行 う 機 能 

特 別 収 容

ル ー タ 接

続 ル ー テ

ィ ン グ 伝

送 機 能 

電他 の 電 気 通 信 事 業 者 の

気 通 信 設 備 を 特 別 第 一 種

指 定 収 容 ル ー タ で 接 続 す

る 場 合 に お け る 特 別 第 一

種 指 定 ル ー タ 及 び 伝 送 路

特 別 第 一 種

指 定 ル ー タ

及 び 当 該 特

別 第 一 種 指

定 ル ー タ に

送 を 行 う 機 能 に 係 る 伝 送

路 設 備 並 び

に こ れ と 一

体 と し て 設

置 さ れ る 通

信 路 の 設 定

の 機 能 を 有

す る 電 気 通

信 設 備 （ 交

換 設 備 を 除

く 。 ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
     

設 備 に よ り 通 信 の 交 換 及

び 伝 送 を 行 う 機 能

係 る 伝 送 路

設 備 並 び に

こ れ と 一 体

と し て 設 置

さ れ る 通 信

路 の 設 定 の

機 能 を 有 す

る 電 気 通 信

設 備 （ 交 換

設 備 を 除

く 。 ）

 

特 別 中 継

 

ル ー タ 接

続 ル ー テ

ィ ン グ 伝

送 機 能 

の 電他 の 電 気 通 信 事 業 者

気 通 信 設 備 を 特 別 第 一 種

指 定 中 継 ル ー タ で 接 続 す

る 場 合 に お け る 特 別 第 一

種 指 定 ル ー タ 及 び 伝 送 路

設 備 に よ り 通 信 の 交 換 及

び 伝 送 を 行 う 機 能 

関 門 交 換

機 接 続 ル

ー テ ィ ン

グ 伝 送 機

能 

他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 電

気 通 信 設 備 を 関 門 交 換 機

で 接 続 す る 場 合 に お け る

一 般 第 一 種 指 定 ル ー タ 及

び 伝 送 路 設 備 に よ り 通 信

の 交 換 及 び 伝 送 を 行 う 機

能 
一 種一 般 第

指 定 ル ー タ

及 び 当 該 一

般 第 一 種 指

定 ル ー タ に

係 る 伝 送 路

設 備 、 Ｉ Ｐ

電 話 を 提 供

す る た め に

パ ケ ッ ト 交

換 網 と 固 定

電 話 網 と の

間 の 接 続 制

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
     

 

御 を 行 う た

め の 装 置 及

び 符 号 等 を

変 換 す る た

め の 装 置 並

び に Ｓ Ｉ Ｐ

サ ー バ 

六 の 三 イ ー サ ネ ッ ト

フ レ ー ム 伝 送 機 能 
イ ー サ ネ ッ ト ス イ ッ チ 及

び 伝 送 路 設 備 に よ り 通 信

路 の 設 定 及 び 伝 送 を 行 う

機 能 

ッイ ー サ ネ

ト ス イ ッ チ

及 び 当 該 イ

ー サ ネ ッ ト

ス イ ッ チ に

係 る 伝 送 路

設 備 

七 （ 略 ） 

七 の 二 デ ー タ 伝 送 機

能 

セ ル リ レ ー 装 置 及 び 伝 送

路 設 備 に よ り 通 信 路 の 設

定 及 び 伝 送 を 行 う 機 能 

セ ル リ レ ー

装 置 及 び 当

該 セ ル リ レ

ー 装 置 に 係

る 伝 送 路 設

備 

八 ～ 十 四 （ 略 ） 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

七  （ 略 ）  

 

 

 

 

 

 

八 ～ 十 四  （ 略 ）  

 

 



 
     

 

 附 則 
（ 施 行 期 日 ） 

第 一 条 こ の 省 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 規 定 は 、 当 該 各 号 に 定 め る 日 ま で の 間 は 、 適 用 し な い 。 

一 第 四 条 の 表 六 の 二 の 項 （ 特 別 収 容 ル ー タ 接 続 ル ー テ ィ ン グ 伝 送 機 能 に 係 る 部 分 を 除 く 。 ） の 改 正 規 定 平 成 二 十 一 年 三 月 三 十 一 日 

二 第 四 条 の 表 六 の 二 の 項 の 次 に 一 項 を 加 え る 改 正 規 定 平 成 二 十 二 年 三 月 三 十 一 日 
 （ 検 討 ） 

第 二 条 総 務 大 臣 は 、 こ の 省 令 の 施 行 後 に お け る 接 続 料 の 原 価 算 定 に 必 要 な 配 賦 基 準 に 関 す る 状 況 及 び 第 四 条 に 規 定 す る 機 能 の 利 用 の 動 向 等

を 勘 案 し 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 こ の 省 令 に よ る 改 正 後 の 接 続 料 規 則 に つ い て 検 討 を 加 え 、 そ の 結 果 に 基 づ い て 所 要 の 措 置 を 講 ず る

も の と す る 。 
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